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令和元年１０月９日 

条例第２１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５５条の２第６項の

規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動す

ることができる場合を定めるものとする。 

（職員団体のための職員の行為の制限の特例） 

第２条 職員団体のための職員の行為の制限の特例については、職員団体のための職員の

行為の制限の特例に関する条例（昭和４１年北茨城市条例第２７号）の例による。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


